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近
世
文
書
研
究
］
」

幕
　
末
　
参
　
宮
　
資
　
料
　
の
　
分
　
析

　
　
　
　
－
農
民
勤
行
の
一
面
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
　
　
　
　
藤
　
　
　
　
　
重
　
　
　
　
　
巳

　
　
　
　
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
江
戸
中
期
の
慶
安
三
年
か
ら
宝
永
二
年
、
明
和
八
年
、
文
政
十
三
年
、
慶
応
三
年
と
幕
末
ま
で
五
次
に
亘
り
、
世
上
を
風
葬
し
た
社
会
現
象
に
、
抜
参
り
と
称
せ
ら
れ
る

伊
勢
参
詣
現
象
が
あ
る
。

　
こ
の
参
宮
行
動
は
、
本
来
、
基
本
的
に
は
、
伊
勢
神
宮
側
の
神
道
宣
伝
に
起
因
す
る
宗
数
的
現
象
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
江
戸
期
以
後
の
抜
参
り
と
よ
ば
れ
る
参
宮
は
、
従
前
の
そ
れ
に
見
ら
れ
る
如
き
、
純
な
る
宗
数
的
意
図
か
ら
、
若
干
逸
脱
し
た
面
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ

る
点
が
少
な
く
な
い
。

　
こ
れ
ら
参
宮
現
象
は
、
広
い
意
味
で
は
、
ひ
と
り
伊
勢
神
宮
の
み
に
限
ら
ず
、
大
社
講
を
母
胎
と
す
る
出
雲
参
宮
や
、
讃
岐
金
比
羅
参
詣
、
京
都
本
願
寺
詣
な
ど
の
社
寺

詣
と
し
て
、
一
般
的
に
現
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
参
詣
地
如
何
は
、
第
二
次
的
問
題
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
参
詣
行
為
の
中
に
は
、
江
戸
中
期
以
降
の
、
社
会
変
質
の

内
容
を
如
実
に
物
語
る
と
考
え
ら
れ
る
要
素
を
多
分
に
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
近
世
後
半
の
社
会
変
質
の
主
要
な
動
力
と
な
っ
た
も
の
は
、
貨
幣
経
済
の
著
し
い
発
展
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
町
人
階
級
の
経
済
的
優
位
が
特
に
注
目
さ
れ
、
従
っ
て

そ
こ
に
は
、
相
対
的
に
都
市
の
繁
栄
と
云
う
結
果
を
生
じ
た
。

　
し
か
し
、
反
面
、
こ
の
貨
幣
経
済
の
農
村
部
へ
の
浸
透
現
象
は
、
米
作
農
耕
を
主
体
と
し
て
、
土
地
に
定
着
化
し
た
農
民
層
の
経
済
的
困
窮
を
招
き
、
ひ
い
て
は
、
農
村

社
会
の
分
解
と
言
う
結
果
を
招
引
す
る
に
至
る
。

　
特
に
中
期
以
後
の
支
配
者
の
、
租
税
増
収
策
を
中
核
と
す
る
農
民
支
配
の
強
化
は
、
度
重
な
る
天
災
地
変
と
と
も
に
、
農
民
の
対
支
配
者
へ
の
反
撥
と
な
っ
て
現
わ
れ
る

に
至
っ
た
。

　
こ
の
農
民
行
動
は
、
積
極
的
に
は
、
百
姓
一
揆
、
強
訴
と
し
て
具
現
し
、
ま
た
消
極
的
に
は
、
逃
散
、
欠
落
等
の
行
動
と
し
て
現
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
幕
末
参
宮
資
料
の
分
析
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



24

　
　
　
　
　
　
　
別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
亘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
こ
れ
ら
二
性
格
の
反
抗
則
行
の
う
ち
、
消
極
的
三
位
で
あ
る
逃
散
、
大
店
は
、
農
民
の
鏡
村
離
農
を
意
味
し
、
そ
れ
は
、
農
村
の
荒
廃
と
、
鏡
敬
具
長
の
川
づ
へ
の
旅
人

　
に
よ
る
都
市
の
大
円
増
加
と
言
う
柏
三
す
る
結
果
を
見
る
。

　
こ
こ
で
見
よ
う
と
す
る
打
打
は
こ
れ
ら
農
良
俗
の
矢
竹
を
暗
示
す
る
奸
適
な
資
打
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
八
寸
、
本
論
に
用
い
た
資
打
に
つ
い
て
は
、
言
拍
・
ド
寸
言
す
る
が
、
本
宣
行
は
、
先
に
「
別
府
犬
学
史
宍
几
打
叢
古
第
二
巣
」
と
し
て
、
几
学
研
壮
言
よ
り
川
☆
し
た
も

の
で
あ
り
、
本
釧
に
於
け
る
引
用
は
、
す
べ
て
、
こ
の
行
員
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。

　
尚
、
文
中
の
（
号
）
は
、
伴
の
資
料
巣
整
理
番
号
で
あ
る
。

二
　
資
　
料
　
に
　
つ
　
い
　
て

本
稿
で
分
析
を
試
み
よ
う
と
す
る
資
料
は
、
大
分
見
付
出
京
三
⑤
、
爪
先
し
の
ぶ
氏
宅
に
所
蔵
さ
れ
る
右
の
で
あ
る
。

本
資
料
は
、
「
立
言
」
の
形
三
を
と
り
、
計
六
十
五
兄
の
放
縦
で
現
存
し
て
い
る
。

そ
の
年
代
的
う
ち
訳
は
、
石
永
六
半
三
池
、
六
平
水
七
半
三
十
八
辿
、
八
八
二
半
八
辿
、
年
代
不
明
の
所
囲
十
八
辿
で
あ
る
。

こ
の
年
不
明
冊
簡
十
八
遥
に
つ
い
て
は
、
前
⊇
ニ
ケ
半
の
い
づ
れ
か
に
完
当
行
能
な
る
も
、
一
心
扱
い
を
別
に
し
た
。

本
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
の
分
野
か
ら
、
大
ぎ
く
二
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
一
つ
は
、
水
牛
他
出
の
半
川
面
の
形
三
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
他
出
の
事
後
屈
の
形
式
で
あ
る
。

　
こ
の
覚
書
は
、
豊
後
�
、
岡
海
内
の
折
折
牡
丹
に
於
け
る
前
足
三
ケ
年
開
申
の
、
且
寺
谷

村
松
目
が
連
署
の
上
で
、
海
の
閃
且
役
人
に
屈
出
た
ち
の
で
あ
り
、
参
詣
他
出
者
の
、
年
令

き
記
る
し
、
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

｀ヽ　　モヒ

ｍ
に
つ
い
て
、
参
詣
の
事
前
、
事
後
の
農
民
言
行
を
、
各
紙
大
士
帽
、
小
庄
屋
、

　
所
属
紙
付
言
、
牛
リ
シ
ク
ン
類
族
の
脊
椎
、
参
加
人
数
な
ど
に
つ
い
て
、
書

以
下
、
内
示
的
に
、
大
き
く
二
大
別
さ
れ
る
☆
且
を
、
谷
々
二
分
野
の
巾
に
於
け
る
異
体
古
式
な
ど
に
つ
い
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

田
　
　
覚

丁
年
五
指
九

一
年
五
指
九

飛
田
組

無
類
枚

方
‥
　
同

女　陛　下
且
駒
五

　　　　印可　肋　親



Ｓ
Ｉ

Ｊ
１
１
ｉ
Ｊ
１
潤
１
１
ｉ
ｊ
ｉ
１
’
ｊ
咽
Ｉ
り
４
ｊ
″
。
’
１
。
I
l
s

s
s
s
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
　
1
　
1
9
'
1

‐
　
‐
　
‐

1
1
1

1
'

右
之
老
来
ル
廿
九
日
出
立
ニ
テ
伊
勢

参
官
仕
度
段
願
出
申
候
間
此
段
率
願

候
獄
上嘉

禾
六
丑
年
正
月
計
六
日

飯
　
田
　
込
　
三
　
郎
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　
御
　
役
　
所

②
　
　
覚

一
年
五
袷
壱
　
田
原
組
下
浪
‥
尾
村

　
　
右
之
者
去
ル
十
目
板
立
出
申
候
二
付
早
速

　
　
辿
千
之
者
指
出
所
々
方
々

　
　
御
坑
口
迄
談
義
仕
候
得
共
行
方
柏
分

　
　
不
申
候
二
付
組
合
之
者
共
召
寄
立
出
之

　
　
様
子
吟
昧
仕
候
処
少
々
之
家
財
其
儒
仕
毀

2
5
　
兼
々
大
社
参
詣
仕
度
噂
仕
居
串
候
旨
申
出
候

　
　
定
而
心
得
違
仕
板
大
社
参
詣
仕
候
も
の
か
と

　
　
　
　
　
　
幕
末
参
宮
資
料
の
分
析
（
後
藤
）

飛
田
粗
大
庄
屋

嶋
　
太
　
郎
　
俳

下
木
村
小
序
屋

　
　
　
　
　
　
　
一

同
組
村
横
目

無
類
族

勝
左
衛

と

郎
　
俳

門き

排
（
１
号
）

一

一

一



部

　
　
　
　
　
別
　
府
大
　
学
　
紀
　
要

奉
存
候
此
段
御
註
進
申
上
候
右
肱
独
身
者

立
出
候
段
役
人
共
迄
奉
恐
入
候
此
段
奉
歎
候

以
上

嘉
永
七
寅
年
六
月
十
六
日

河
　
野
　
勘
　
九
　
郎
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　
御
　
役
　
所

師
　
　
党

一
年
拾
ハ
　
中
角
組
下
志
土
知
打
抜
左
衛
門
娘

右
之
者
去
ル
五
日
抜
立
出
申
仮
定
而

心
得
違
仕
抜
大
社
参
詣
仕
仮
も
の
か
と

奉
存
仮
託
段
御
註
進
中
上
候
以
上

嘉
禾
七
寅
年
六
月
廿
一
日

田
原
粗
大
庄
屋

　
　
　
　
柴
　
山
　
誠
　
之
　
劫
　
⑩

下
津
尾
村
小
庄
屋

同
組
村
横
目

無
類
族

庫

古
　
⑩

権
　
兵
　
衛
　
⑩
（
2
3
号
）

や

ち

中
角
組
大
玉
屋

　
　
　
　
志
　
賀
　
何
右
衛
門
⑩

四
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飯
　
田
　
辿
　
三
　
郎
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　
御
　
役
　
所

ｍ
　
　
覚

一
年
弐
拾
七
　
中
津
留
組
大
白
谷
村

一
年
弐
拾
　
　
同
村

右
之
者
共
去
ル
八
口
抜
大
社
参
詣
仕
候
処

昨
十
七
日
罷
帰
り
候
二
付
此
段
御
註
進
申
上

候
尤
御
願
不
申
上
他
出
不
任
筈
之
処
心
得
違
仕

候
段
相
歎
候
間
此
段
奉
歎
侯
以
上

嘉
永
七
寅
年
六
月
十
八
日

幕
末
参
宮
資
料
の
分
析
（
後
藤
）

下
志
土
知
村
小
庄
屋

　
　
　
　
善
　
左
　
衛
　
門
　
⑩

同
組
村
横
目

　
　
　
　
与
　
左
　
衛
　
門
　
俳
（
2
7
号
）

無
類
族
　
　
藤
　
太
　
郎

今
朝
太
郎
　
妹

右
　
同
　
　
　
　
　
こ
　
の

中
津
留
粗
大
庄
屋

　
　
　
　
長
　
之
　
肋
　
⑩

大
白
谷
村
小
庄
屋

　
　
　
　
郁
　
之
　
助
　
俳

同
組
村
横
目

五
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別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要

深
　
田
　
治
　
部
　
様

　
　
　
　
　
　
御
　
役
　
所

文
　
之
　
肋
　
⑩
（
2
5
号
）

六

　
以
上
旧
例
を
示
し
た
が
、
田
は
、
参
詣
の
目
的
を
大
庄
屋
に
告
げ
、
出
立
の
事
前
に
許
可
を
申
請
、
大
庄
屋
よ
り
関
係
役
人
へ
、
こ
の
旨
を
届
け
た
も
の
で
あ
り
、
印
、

㈲
は
、
村
民
が
、
無
断
立
出
、
つ
ま
り
抜
立
出
の
後
、
そ
の
不
在
が
発
覚
し
、
庄
屋
よ
り
役
人
へ
、
こ
の
旨
を
届
け
出
た
も
の
、
㈲
は
、
抜
立
出
の
後
、
月
日
を
経
て
、
帰

村
、
こ
れ
を
知
っ
た
庄
屋
よ
り
、
関
係
役
人
に
届
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
如
く
、
こ
の
覚
書
の
全
て
が
、
大
庄
屋
、
小
庄
屋
、
村
横
目
の
連
署
の
上
に
、
関
係
役
所
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
中
に
一
件
、
こ
の
例
に

も
れ
、
村
の
医
師
に
よ
り
届
出
ら
れ
、
こ
の
届
出
の
内
容
を
、
大
庄
屋
が
、
証
明
す
る
た
め
に
、
奥
書
を
加
え
た
異
例
資
料
を
見
る
。

　
す
な
わ
ち
、

　
覚

一
年
弐
拾
ハ
　
伏
野
組
医
師
衛
藤
玄
雨
蛙

右
之
者
去
ル
八
日
宿
ヲ
立
出
申
候
定
而
心

得
違
仕
抜
大
社
参
詣
仕
候
も
の
か
と
奉
存

候
此
投
擲
註
進
申
上
候
以
上

高
水
七
寅
年
六
月
十
五
目

前
吉
之
通
り
御
座
候
二
付
奥
書
指
上

中
上
候
以
上

無
類
族
　
　
せ
　
　
い

伏
野
組
医
師

　
　
　
　
衛
藤
玄
寿
俳

伏
野
組
大
庄
屋



同

日

吉
　
良
　
兵
　
馬
　
⑩

　
深
　
田
　
治
　
部
　
様

　
　
　
　
　
　
御
　
役
　
所
（
1
9
号
）

の
如
く
で
あ
る
。

　
以
上
示
し
た
五
例
の
文
体
に
よ
っ
て
届
出
さ
れ
た
資
料
を
、
分
析
す
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
三
　
分
　
　
　
析

　
イ
、
資
料
の
年
次
別
分
布
に
つ
い
て
。

　
残
存
す
る
資
料
の
年
次
別
分
布
を
見
る
時
、
届
出
年
次
で
は
、
嘉
永
六
年
一
通
、
嘉
永
七
年
三
十
八
通
、
安
政
二
年
八
通
、
年
次
不
明
十
八
通
の
分
布
と
な
る
。

　
こ
の
数
値
を
見
る
時
、
七
年
の
三
十
八
通
に
此
し
て
、
六
年
の
一
通
、
安
政
二
年
の
八
通
が
、
異
状
に
僅
少
で
あ
る
事
に
注
意
さ
れ
る
。

　
こ
の
数
値
へ
の
疑
問
は
、
今
段
階
で
は
、
解
明
す
る
術
を
持
た
な
い
が
、
推
察
と
し
て
は
、
恐
ら
く
、
七
年
度
分
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
本
来
の
数
値
に
近
い
数
量
で
あ
り

六
年
、
安
政
二
年
分
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
散
逸
し
、
現
状
を
呈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
残
存
す
る
資
料
の
原
本
を
見
る
時
、
左
右
両
端
中
央
部
に
、
ニ
ケ
所
、
こ
よ
り
の
と
じ
穴
と
考
え
ら
れ
る
穴
を
残
し
て
お
り
、
こ
の
資
料
が
、
本
来
は
、
年
次
別
に
冊
状

を
な
し
て
お
り
、
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
嘉
永
六
年
、
安
政
二
年
度
の
分
は
、
そ
の
と
じ
本
の
一
部
分
、
す
な
わ
ち
、
残
存
す
る
部
分
を
残
し
て
、
散
逸
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
江
戸
中
期
以
降
に
於
け
る
抜
参
宮
現
象
が
、
狂
信
的
で
あ
り
、
時
期
に
於
て
は
、
爆
発
的
数
値
を
示
す
こ
と
は
事
実
だ
が
、
同
時
に
、
こ
れ
が
、
他
の
時
期
に
於
て
は
、

皆
無
状
態
に
減
少
す
喝
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
森
永
六
年
、
安
政
七
年
の
数
値
は
、
資
料
の
散
逸
に
よ
る
結
果
と
結
論
づ
け
た
い
。

　
ロ
、
参
宮
他
出
者
の
地
区
別
分
布
に
つ
い
て
。

　
　
　
さ
て
、
六
十
八
通
に
及
ぶ
参
宮
資
料
で
は
、
岡
藩
内
に
於
け
る
、
他
出
者
の
地
区
別
分
布
は
、
如
何
な
る
状
態
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

2
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
安
永
七
年
の
「
岡
藩
大
庄
屋
、
小
庄
屋
、
村
横
目
付
一
覧
」
に
よ
る
と
、
藩
内
総
紙
数
は
、
六
十
三
を
数
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幕
末
参
宮
資
料
の
分
析
（
後
藤
）

七
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別
　
府
大
　
学
紀
　
要

参
宮
資
料
に
見
え
る
参
宮
他
出
者
が
、
所
属
す
る
組
名
の
総
数
は
、
三
十
八
組
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

八

　
こ
の
数
値
は
、
岡
海
内
総
組
数
の
五
十
七
％
に
相
当
す
る
地
区
に
於
て
、
多
少
の
差
こ
そ
あ
れ
、
参
宮
他
出
者
を
出
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
他
出
行
為
が

ほ
ぼ
、
今
昔
的
な
風
潮
で
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
こ
れ
ら
、
参
宮
他
出
者
を
出
し
た
各
紙
の
聞
に
あ
っ
て
、
多
人
数
の
他
出
例
と
、
少
人
数
の
他
出
例
と
を
具
体
的
に
例
示
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
一
紙
一
名
の
他
出
者
の
例
　
　
　
　
十
三
組

　
一
紙
二
名
の
他
出
者
の
例
　
　
　
　
七
　
紙

　
一
紙
三
名
の
他
出
者
の
例
　
　
　
　
二
　
紙

と
な
り
、
一
紙
五
名
以
上
の
他
出
者
を
見
る
紙
は
ハ
組
に
及
ぶ
。

　
そ
の
著
し
い
例
を
示
す
と
左
の
通
り
で
あ
る
。

困
　
飛
田
組
で
は
、
下
木
村
二
名
、
上
鹿
口
村
八
名
、
平
村
二
名
の
計
十
二
名
。

回
　
恵
良
原
組
で
は
、
馬
背
野
村
五
名
、
高
城
村
二
名
、
原
村
一
名
の
計
八
名
。

㈲
　
阿
鹿
野
組
で
は
、
古
園
村
二
名
、
刈
小
野
村
四
名
、
上
坂
田
村
一
名
の
計
七
名
。

国
　
君
ケ
園
組
で
は
、
林
田
原
村
五
名
、
坂
折
村
一
名
の
計
六
名
。

困
　
小
野
市
組
で
は
、
楢
野
木
村
一
名
、
柿
木
村
一
名
、
伏
野
村
一
名
、
川
又
村
一
名
、
大
原
村
一
名
、
小
野
市
村
一
名
と
、
散
在
傾
向
で
計
六
名
の
他
出
者
を
見
る
。

こ
れ
ら
、
特
例
的
に
多
数
他
出
者
を
見
る
原
因
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
出
構
成
団
の
性
格
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
興
味
を
引
く
問
題
で
あ
る
。

ハ
、
参
宮
他
出
者
の
年
代
別
分
布
に
つ
い
て
。

出
立
者
の
年
令
別
分
布
状
況
は
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
表
記
す
る
と
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

○
　
才

十
　
才

二
十
才

九
　
才

一
九
才

二
九
才

五
　
名

五
　
名

三
八
名
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三
十
才

四
十
才

五
十
才

六
十
才

七
十
才

八
十
才

三
九
才

四
九
才

五
九
才

六
九
才

七
九
才

八
九
才

十
九
名

二
十
名

十
九
名

四
　
名

二
　
名

一

名

　
右
の
表
に
よ
り
、
年
令
別
分
布
で
は
、
二
十
才
か
ら
二
十
九
才
の
間
に
所
属
す
る
者
が
、
圧
倒
的
に
多
く
、
三
十
八
名
と
言
う
数
値
で
他
出
し
、
四
十
才
合
が
こ
れ
に
続

き
二
位
で
二
十
九
名
、
三
十
才
合
、
五
十
才
合
が
と
も
に
十
九
名
で
三
位
と
な
る
。

　
こ
の
年
令
別
分
布
で
表
示
さ
れ
る
数
値
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
指
摘
し
よ
う
と
す
る
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
、
し
ば
ら
く
指
く
こ
と
に
す
る
。

　
ニ
、
参
宮
所
要
日
数
に
つ
い
て
。

　
本
資
料
中
、
最
も
大
き
い
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
に
、
参
宮
他
出
者
の
出
立
か
ら
、
帰
村
ま
で
の
、
所
要
日
数
の
問
題
が
あ
る
。

　
六
十
五
通
に
及
ぶ
資
料
中
、
参
宮
他
出
に
所
要
し
た
日
数
の
明
か
に
な
し
得
る
資
料
は
、
次
の
五
資
料
に
過
ぎ
な
い
。

　
以
上
、
そ
の
内
容
を
明
記
す
る
。

　
①
嘉
水
六
年
二
月
一
日
、
抜
立
出
し
た
重
岡
組
大
庄
屋
渡
辺
司
馬
三
郎
下
人
の
森
吉
は
、
翌
年
六
月
三
日
帰
村
し
た
が
、
こ
れ
に
要
し
た
日
数
は
、
四
回
八
十
七
日
で
あ

　
　
っ
た
。

｀
○
菅
田
紙
小
切
畑
村
の
新
古
は
、
高
水
七
年
二
月
八
日
出
立
し
、
六
月
十
五
日
に
百
十
一
日
ぶ
り
に
帰
村
し
た
。

　
○
阿
鹿
野
紙
上
坂
田
村
利
左
衛
門
女
房
は
、
六
年
六
月
十
四
日
出
立
し
、
七
年
六
月
十
四
日
、
ま
る
一
年
ぶ
り
に
帰
宅
し
た
。

　
④
中
津
留
紙
大
白
谷
村
藤
太
郎
は
、
同
村
今
朝
太
郎
妹
の
こ
の
と
と
も
に
、
七
年
六
月
八
日
出
立
し
、
十
目
目
の
十
七
日
に
帰
宅
し
た
。

　
⑥
君
ケ
園
坂
折
徳
太
郎
は
、
高
水
七
年
十
二
月
十
八
日
、
出
立
し
、
翌
安
政
二
年
二
月
十
目
、
五
十
八
日
ぶ
り
に
帰
村
し
た
。

以
上
は
、
そ
の
参
宮
他
出
に
要
し
た
日
数
の
明
か
な
も
の
の
み
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
語
ら
れ
る
数
値
に
つ
い
て
は
、
同
じ
抜
参
詣
と
称
し
な
が
ら
、
最
高
五
百
日
に
近
い
日

数
か
ら
、
最
低
十
日
と
言
う
日
数
と
の
開
き
を
見
、
こ
の
異
状
さ
に
は
、
大
い
に
興
味
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
幕
末
参
宮
資
料
の
分
析
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要

一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

当
時
、
豊
後
か
ら
、
京
都
、
大
阪
ま
で
の
旅
行
に
要
し
た
平
常
行
程
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
明
確
で
は
な
い
が
、
文
禄
年
間
の
記
録
に
よ
る
と
、
豊
後
か
ら
藩
磨
ま
で
の

２～
　
行
程
は
ヽ
八
日
を
必
要
と
し
ヽ
そ
れ
は
ヽ
豊
後
佐
賀
関
か
ら
海
上
を
行
く
方
法
で
あ
っ
た
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
ま
た
、
京
都
か
ら
、
佐
賀
関
ま
で
、
十
三
日
を
要
し
た
例
も
あ
り
、
大
体
豊
後
か
ら
京
都
、
大
阪
間
は
順
当
に
見
て
十
二
、
三
日
の
日
数
を
要
し
た
と
考
え
れ
ば
良
か
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
京
、
伊
勢
の
間
は
、
普
通
、
八
日
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
豊
後
か
ら
伊
勢
神
官
ま
で
の
直
行
的
行
程
は
、
片
道
十
七
、
八
日
程
度
、
往
復
三
十
五
、
六
日
と
な
り
、
途
中

　
　
で
数
日
の
余
裕
を
見
て
も
、
四
十
日
の
日
数
を
見
れ
ば
、
充
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
も
っ
と
も
、
こ
の
数
値
は
、
海
上
を
行
く
も
の
で
あ
り
、
陸
上
で
は
、
そ
れ
に
若
干
の
日
数
を
加
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
伊
勢
以
外
の
社
寺
参
詣
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
程
の
算
出
は
さ
し
ひ
か
え
る
。
こ
の
一
例
に
よ
っ
て
各
々
の
場
合
の
概
略
的
な
数
値
は
つ
か
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
以
上
の
所
要
日
数
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
刻
、
解
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ホ
、
出
立
者
の
構
成
人
数
。

　
次
に
他
出
者
を
、
そ
の
他
出
団
体
の
構
成
人
員
の
面
か
ら
見
る
と
左
の
如
く
で
あ
る
。

　
一
名
単
独
　
　
　
　
四
八
伴

　
二
名
同
伴
　
　
　
　
十
六
伴

　
三
名
同
伴
　
　
　
　
一
　
伴

　
四
名
同
伴
　
　
　
　
二
　
件

　
五
名
同
伴
　
　
　
　
一
　
伴

　
六
名
同
伴
　
　
　
　
一
　
伴

　
七
名
同
伴
　
　
　
　
一
　
伴

右
に
よ
る
と
、
参
宮
他
出
行
動
が
、
一
名
単
独
な
い
し
は
、
二
名
同
伴
程
度
の
少
人
数
で
行
な
わ
れ
た
例
が
、
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
こ
の
事
実
は
、
伊
勢
参
宮
が
、
老
若
男
女
に
よ
り
、
狂
信
的
に
、
集
団
的
に
な
さ
れ
た
初
期
抜
詣
の
状
況
と
は
、
若
干
、
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

　
つ
ま
り
、
本
資
料
に
お
い
て
は
、
他
出
行
為
が
、
一
名
単
位
に
行
な
わ
れ
た
と
云
う
事
実
を
極
め
て
強
く
示
し
て
お
り
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
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こ
こ
で
は
、
多
人
数
他
出
の
例
と
し
て
、
六
名
、
八
名
の
場
合
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
、
そ
の
構
成
を
見
、
少
人
数
多
度
の
例
の
問
題
点
を
指
摘
出
来
れ
ば
と
思
う
。

　
①
高
水
七
年
正
月
廿
六
日
、
本
願
寺
へ
の
参
詣
の
為
と
称
し
て
、
飛
田
組
上
鹿
口
村
吉
郎
衛
門
は
、
出
立
を
請
願
し
、
こ
の
旨
を
組
大
庄
屋
嶋
太
郎
は
役
人
に
上
申
し
た
。

　
　
そ
れ
に
よ
る
と
、
同
行
者
は
、
同
村
吉
郎
衛
門
と
そ
の
女
房
、
同
村
京
衛
門
、
同
村
銀
衛
門
、
同
村
庄
幼
母
、
同
村
甚
衛
門
と
そ
の
女
房
、
同
村
亀
三
郎
母
の
計
八
名

　
　
で
あ
っ
た
。

　
②
高
水
七
年
八
月
六
日
、
板
井
迫
粗
大
庄
屋
志
賀
詳
平
の
届
出
に
よ
り
、
同
組
板
井
迫
村
忠
幼
女
房
、
朝
倉
村
長
左
衛
門
、
同
村
金
右
衛
門
、
下
朝
倉
村
医
師
周
済
、
同

　
　
村
真
代
幼
、
子
息
周
蔵
の
六
名
は
、
讃
岐
金
比
羅
詣
と
称
し
て
事
前
伺
い
を
な
し
た
。

　
こ
れ
ら
多
人
数
他
出
の
例
が
、
と
も
に
、
事
前
屈
の
形
式
を
と
る
こ
と
、
又
本
資
料
中
、
金
比
羅
、
本
願
寺
参
詣
を
示
す
数
少
な
い
資
料
を
占
め
る
こ
と
な
ど
は
、
少
人

数
他
出
例
が
特
異
的
に
多
く
、
そ
れ
ら
が
、
事
後
屈
の
形
式
に
よ
り
、
参
勢
参
宮
、
な
い
し
は
、
抜
詣
の
表
現
を
と
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
対
し
て
、
極
め
て
対
象
的
な
存

存
在
で
あ
り
、
大
い
に
興
味
の
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
へ
、
参
宮
他
出
者
の
所
属
。

　
当
資
料
分
析
の
過
程
で
注
目
さ
れ
た
事
実
は
、
こ
れ
ら
参
宮
他
出
者
の
家
族
的
、
又
は
、
社
会
的
所
属
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
他
出
者
の
所
属
を
見
る
時
、
下
人
、
下
女
、
稿
多
、
組
頭
な
ど
と
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
属
を
記
せ
る
為
の
、
下
人
四
名
、
下
女
三
名
、
稿
多
七
名
、
組
頭
二

人
と
言
う
例
を
見
る
。

　
次
に
、
他
出
者
の
、
家
族
的
に
、
家
長
に
対
す
る
関
係
を
明
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
表
現
法
、
す
な
わ
ち
、
「
何
々
村
誰
々
の
弟
」
と
か
、
「
何
々
村
誰
々
妹
」
と

す
る
表
現
形
式
を
、
し
ば
し
ば
見
る
こ
と
は
、
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
例
え
ば

　
イ
、
柴
山
粗
山
村
吉
郎
兵
衛
弟
　
　
　
　
左
吉

　
ロ
、
伏
部
粗
医
師
衛
藤
玄
寿
妹
　
　
　
　
せ
い

　
ハ
、
恵
良
原
紙
高
城
村
清
幼
子
　
弥
三
右
衛
門

な
ど
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
恐
ら
く
、
当
期
家
族
内
に
於
け
る
家
主
Ｉ
家
督
者
ｊ
に
対
す
る
従
属
的
立
場
に
あ
る
人
々
に
対
す
る
表
現
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
資
料
中
に
、
こ
の
例

が
、
散
在
す
る
事
実
は
、
興
味
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
幕
末
参
宮
資
料
の
分
析
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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別
　
府
大
　
学
　
紀
　
要

ト
、
参
宮
者
の
月
別
出
立
分
布
。

一

一

一

　
高
水
六
年
、
七
年
、
安
政
二
年
の
三
ケ
年
に
亘
る
他
出
者
の
他
出
分
布
の
う
ち
、
六
年
、
二
年
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
に
及
ぶ
が
七
年
を
含
め
て
月
別
分
布
を
示
す
と
左

の
如
く
で
あ
る
。

高
水
六
年
一
月

　
　
々
六
月

高
示
七
年
一
月

　
　
　
　
二
月

　
　
　
　
三
月

　
　
　
　
四
月

　
　
　
　
五
月

　
　
　
　
六
月

　
　
　
　
七
月

　
　
　
　
八
月

　
　
　
　
九
月

　
　
　
　
十
月

　
　
　
　
十
一
月

　
　
　
　
十
二
月

　
安
政
二
年
二
月

　
年
月
不
明
一
月

　
　
々
　
　
二
月

二
　
名

七
　
名

二
九
名

二
　
名

一
　
名

一
　
名

言
二
名

二
　
名

七
　
名

二
　
名

一
　
名

八
　
名

六
　
名

十
三
名

右
で
示
さ
れ
る
如
く
、
他
出
者
の
最
高
敏
を
示
す
月
は
、
森
永
七
年
一
月
の
二
十
九
名
、
次
い
で
六
月
の
二
十
三
名
と
な
る
。

ま
た
、
森
永
七
年
を
通
し
て
、
四
月
及
び
九
月
、
十
一
月
は
他
出
者
を
見
な
い
。
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こ
れ
ら
数
値
の
う
ち
、
四
月
の
無
、
六
月
の
多
く
、
九
月
、
十
一
月
の
無
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
疑
問
が
指
摘
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
農
村
部
に
於
け
る
、
他
出
者
と
、
農
繁
期
、
農
閑
期
と
の
関
連
で
あ
る
。

江
戸
幕
府
に
於
け
る
農
民
統
制
は
、
そ
の
触
書
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
如
く
、
激
裂
を
極
め
、
「
農
耕
等
閑
」
は
、
最
も
忌
み
禁
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
農
繁
期
に
於
け
る
他
出
は
当
然
、
強
度
の
干
渉
を
受
け
た
筈
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
点
か
ら
眺
め
る
時
、
本
資
料
に
現
わ
れ
る
、
数
値
に
つ
い
て
は
、
当
然
疑
問
が
抱
か
れ
る
訳
で
あ
る
。

（
註
）
①
　
「
岡
藩
大
庄
屋
小
庄
屋
村
横
目
付
一
覧
」
北
村
浩
士
氏
著
『
農
民
一
揆
』
所
収
。

　
　
③
　
コ
ニ
蔽
院
日
記
」
文
禄
三
年
四
月
十
一
日
１
廿
四
日
。

　
　
③
　
一
－
新
納
忠
元
上
洛
日
記
」
『
新
納
文
書
』
所
収
。

　
　
④
　
「
文
政
神
異
記
」
に
よ
る
と
、
大
阪
の
店
員
が
抜
参
を
志
し
、
京
都
、
伊
勢
間
の
日
程
を
人
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
普
通
ハ
目
、
お
前
な
ら
十
目
は
必
要
」
と
答
え
た
と
云
う
話
が

　
　
　
　
　
あ
る
。

　
　
⑤
　
一
五
六
七
年
九
月
二
十
七
日
ベ
ル
シ
ョ
ー
ー
ル
・
フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
書
翰
（
豊
後
編
）
下
所
収
。

　
　
四
　
考
　
　
　
　
察

さ
て
以
上
、
六
十
五
通
に
及
ぶ
他
出
資
料
を
分
析
し
て
来
た
が
、
こ
の
結
果
、
如
何
な
る
事
実
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
分
析
の
過
程
で
生
じ
た
疑
問
点
、
な
い
し
は
、
明
か
に
な
し
得
た
事
実
が
、
当
期
の
社
会
一
般
状
勢
の
上
に
占
め
る
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

江
戸
中
期
以
後
に
於
け
る
農
村
の
疲
弊
は
、
農
業
労
働
力
の
欠
乏
に
基
づ
く
と
説
か
れ
、
そ
の
労
働
力
欠
乏
の
直
接
原
因
は
、
農
民
の
農
村
か
ら
の
他
出
で
あ
っ
た
。

こ
の
農
民
の
農
村
か
ら
の
離
散
、
及
び
都
市
へ
の
流
入
の
例
は
、
枚
挙
す
る
に
い
と
ま
な
い
ほ
ど
激
げ
し
い
傾
向
で
あ
っ
た
。

本
居
宣
長
は
、
玉
く
し
げ
の
中
で
、

　
「
農
民
は
、
洙
求
の
は
げ
し
く
な
っ
た
結
果
、
困
窮
に
耐
え
か
ね
て
、
農
村
を
す
て
、
大
阪
、
江
戸
、
そ
の
他
の
城
下
町
に
出
、
商
人
、
奉
公
人
と
な
る
も
の
が
多
い
」

と
、
そ
の
社
会
情
勢
を
記
し
て
い
る
。

六
十
五
通
の
資
料
は
、
届
出
の
形
式
と
し
て
は
、
整
然
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
盛
ら
れ
る
内
容
に
は
、
す
で
に
往
時
に
見
ら
れ
た
加
き
支
配
者
の
厳

然
と
し
た
支
配
態
度
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

重
岡
組
大
庄
屋
渡
辺
司
馬
三
郎
の
家
中
か
ら
は
、
下
人
嘉
吉
が
抜
立
出
、
約
五
〇
〇
日
に
及
ぶ
間
、
不
在
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
幕
末
参
宮
資
料
の
分
析
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



S6

　
　
　
　
　
　
　
別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
馬
背
戸
組
泉
園
村
小
庄
屋
太
左
衛
門
宅
で
は
、
下
人
鹿
蔵
が
抜
立
出
し
た
の
に
対
し
て
、

　
　
「
鹿
威
儀
者
、
役
人
家
内
之
儀
、
重
々
役
人
共
迄
奉
恐
人
候
」

と
述
べ
、
庄
屋
内
か
ら
、
下
人
が
、
無
断
他
出
し
た
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

　
嘉
水
七
年
十
一
月
十
七
日
、
柏
原
組
大
庄
屋
角
次
郎
は
、
同
紙
鴫
田
村
の
福
次
郎
と
、
同
村
伊
八
郎
娘
ち
よ
の
の
同
伴
出
立
を
注
進
し
た
が
、
こ
の
二
人
の
無
断
他
出
は

一
ケ
月
前
の
十
月
十
六
日
で
あ
り
、
実
に
一
ケ
月
に
及
ぶ
長
期
間
、
支
配
下
農
民
の
勤
行
に
留
意
を
怠
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
分
析
を
試
み
た
六
十
五
通
の
資
料
中
、
出
立
者
の
帰
村
を
知
り
得
る
も
の
は
、
先
記
五
通
の
み
で
あ
り
、
他
に
関
し
て
は
、
出
立
者
の
そ
の
後
の
勤
行
に
つ
い
て
知
る
術

は
な
い
が
、
多
分
は
、
長
期
に
及
ぶ
他
出
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
当
期
他
出
を
試
み
た
人
々
の
、
家
族
的
、
年
令
的
所
属
は
如
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
考
え
、
先
に
見
た
他
出
期
間
の
異
状
な
長
期
性
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
て

見
よ
う
。

　
先
の
分
析
に
於
い
て
示
し
た
如
く
、
年
令
別
に
は
、
二
十
才
昔
者
の
他
出
例
が
最
高
の
数
値
を
示
す
。

　
こ
の
二
十
才
昔
は
、
概
観
的
に
は
、
当
期
農
村
部
に
あ
っ
て
も
、
も
っ
と
も
大
き
な
労
働
力
供
給
源
と
し
て
の
存
在
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
他

出
者
の
年
令
分
布
で
、
最
大
値
を
示
す
理
由
は
、
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
原
因
と
し
て
、
封
鎖
さ
れ
た
農
村
部
に
於
け
る
家
族
制
度
の
中
に
生
じ
た
或
る
種
の
ひ
ず
み
の
現
わ
れ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
か
。

　
先
に
、
資
料
中
、
し
ば
し
ば
、
「
何
々
村
何
々
弟
」
な
ど
の
肩
書
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
者
が
、
他
出
す
る
例
の
あ
る
こ
と
を
記
し
た
が
、
こ
れ
は
、
一
家
族
、
一
家
系
に

於
け
る
家
長
へ
の
従
属
的
関
係
に
存
在
す
る
立
場
の
者
に
対
す
る
表
現
法
か
と
も
考
え
ら
れ
、
二
十
才
昔
の
者
と
と
も
に
、
も
っ
と
も
家
長
に
隷
属
的
立
場
に
あ
っ
た
者
を

指
し
示
し
て
い
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
従
っ
て
幕
末
期
に
於
け
る
、
統
制
力
他
緩
の
時
期
に
あ
っ
て
、
逆
に
最
も
浮
遊
し
易
い
存
在
と
化
す
可
能
性
は
大
き
く
、
結
果
は
そ
れ
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
高
水
七
年
六
月
廿
日
、
抜
立
出
し
た
太
田
紙
伊
三
郎
は
、
中
野
村
森
太
弟
と
記
さ
れ
、
伊
三
郎
の
年
令
は
四
十
一
才
で
あ
っ
た
。

　
安
政
二
年
二
月
廿
二
日
、
抜
立
出
の
忠
良
原
紙
の
金
之
助
は
、
原
村
源
作
子
と
見
え
て
お
り
、
年
令
は
、
三
拾
才
で
あ
っ
た
。

　
右
二
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
四
十
一
才
、
三
拾
才
に
し
て
、
何
々
弟
、
何
々
子
と
表
現
さ
れ
、
家
系
中
の
独
立
性
の
極
め
て
弱
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
う
か
が
え
そ
う

で
あ
る
。
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強
力
な
家
長
制
の
も
と
に
構
成
さ
れ
る
江
戸
期
農
山
村
に
於
け
る
家
庭
に
あ
っ
て
、
二
十
才
台
者
は
、
も
っ
と
も
、
強
制
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
先
に
示
し
た
如
く
、
そ
の
存
在
は
、
支
配
力
弛
緩
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
最
も
浮
遊
化
す
る
可
能
性
を
有
し
、
こ
の
時
期
に
於
け
る
他
出
者
の
中
に
あ
っ
て
は
、

数
的
に
大
き
く
比
重
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
寛
延
三
年
二
月
、
長
野
県
筑
摩
郡
小
曽
部
村
の
「
他
所
奉
公
人
書
上
帳
」
に
よ
る
と
、
奉
公
人
の
年
令
別
分
布
で
は
、
二
十
才
合
が
極
め
て
大
き
い
比
率
を
占
め
て
い
る

例
を
見
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、

　
二
十
七
人
の
他
所
奉
公
人
中
、
二
十
才
合
は
十
五
人
に
達
し
、
彼
ら
は
、
自
ら
の
農
村
を
す
て
て
、
他
出
奉
公
稼
を
な
し
て
い
る
者
で
あ
っ
た
。

　
二
十
才
合
者
や
、
先
記
「
何
々
弟
」
な
ど
の
表
現
法
に
よ
っ
て
身
分
を
示
さ
れ
る
者
、
又
は
、
下
人
、
下
女
と
し
て
、
下
層
者
に
他
出
例
を
多
く
見
る
事
実
は
、
以
上
の

如
き
説
明
を
な
さ
れ
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
江
戸
期
に
於
け
る
農
民
の
都
市
流
入
の
激
化
は
、
其
の
後
「
人
返
し
」
敵
影
に
よ
っ
て
、
一
方
的
に
ふ
く
れ
上
る
都
市
人
口
を
制
御
し
、
労
働
力
の
不
足
に
よ
っ
て
荒

廃
す
る
農
村
を
再
建
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
が
、
結
果
的
に
は
、
期
待
し
た
程
の
成
果
を
あ
げ
得
な
か
っ
た
。

　
嘉
永
七
年
三
月
六
日
、
葎
原
組
大
庄
屋
徳
太
郎
の
届
出
に
よ
る
と
、

　
　
「
心
得
違
仕
、
殊
に
家
内
切
抜
立
出
候
段
…
…
」
と
見
え
て
お
り
、
一
家
全
員
で
他
出
し
て
い
る
事
実
を
見
る
。

　
こ
の
如
き
例
は
、
資
料
中
に
も
散
見
し
、
家
内
切
り
立
出
は
「
欠
落
」
の
範
鋳
に
促
え
ら
れ
、
為
政
者
の
も
っ
と
も
忌
む
と
こ
で
あ
っ
た
。

　
農
村
人
口
の
減
少
の
原
因
は
、
農
民
の
離
散
で
あ
る
が
、
こ
の
離
散
に
は
、
長
期
（
永
久
的
）
と
短
期
（
一
時
的
）
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
先
記
、
家
内
切
の
場
合
に
は
、
長
期
的
離
散
と
考
え
ら
れ
る
面
が
あ
り
、
一
年
及
び
数
ケ
月
に
亘
る
他
出
は
、
年
季
奉
公
等
を
目
的
と
し
た
他
出
行
動
と
考
え
ら
れ
る
面

が
あ
る
。

　
分
析
を
試
み
た
六
十
五
通
の
資
料
中
に
は
、
年
令
的
な
面
、
人
数
的
な
面
、
又
は
所
要
日
数
等
か
ら
生
ず
る
疑
問
は
、
信
仰
を
主
と
す
る
参
宮
以
外
に
目
的
を
説
く
他
出

の
例
を
相
当
量
含
む
こ
と
を
暗
示
す
る
。

　
そ
れ
は
、
離
散
目
的
の
他
出
で
あ
り
、
又
は
、
都
市
遊
山
を
目
的
の
為
の
他
出
な
ど
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
定
而
心
得
違
仕
、
抜
大
社
参
詣
仕
候
も
の
か
と
」
と
、
他
出
者
に
対
し
て
表
現
し
て
い
る
が
、
先
に
示
し
た
他
出
期
間
百
日
以
上
に
及
ぶ
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

参
宮
目
的
の
他
出
と
考
え
。
る
こ
と
は
、
不
合
理
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
、
年
季
奉
公
等
を
目
的
と
し
た
他
出
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
幕
末
参
宮
資
料
の
分
析
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要

一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

嘉
永
二
年
五
月
三
日
、
豊
後
杵
築
藩
町
役
所
日
記
所
収
の
触
状
に
よ
る
と
、

　
　
　
回
　
　
　
礼

一
、
神
社
仏
閣
抜
参
り
候
ハ
兼
而
停
止
申
渡
し
有
之
候
近
来
金
比
羅
参
詣
な
ど
と
号
し
、
京
都
見
物
或
は
伊
勢
参
官
等
致
候
者
有
之
哉
に
相
聞
不
埓
之
事
に
候
以
来
心
得

　
　
違
之
者
有
之
候
ハ
バ
其
村
庄
屋
村
役
人
迄
も
可
為
越
度
事
。

と
の
内
容
を
見
、
抜
参
詣
の
禁
止
と
、
同
時
に
こ
れ
ら
参
詣
を
方
便
と
し
た
都
市
遊
山
の
事

・
江
戸
期
、
数
次
に
及
ぶ
伊
勢
参
宮
に
関
し
て
、
そ
の
状
況
を
伝
え
る
俗
書
は
極
め
て
多
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
非
可
信
」
と
の
表
現
を
用
い
て
世
人
の
勤
行
を
非
難
し
て
い
る
。

が③実
の
多
々
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
伊
勢
参
宮
の
熱
狂
的
現
象
を
、
狂
態
と
し
て
と
ら
え

　
こ
の
如
き
、
変
態
的
参
宮
は
、
そ
れ
自
体
す
で
に
参
宮
行
為
と
し
て
の
範
鋳
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
し
か
な
く
、
厭
世
的
な
、
農
山
村
の
人
々
の
、
最
も
可
と
す
る
他
出

行
為
の
方
便
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
五
例
を
数
え
た
他
出
後
帰
村
し
た
農
民
に
対
し
て
、
そ
の
処
理
は
、
如
何
に
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
右
に
対
す
る
資
料
は
、
全
く
存
在
し
な
い
。

　
本
論
で
用
い
た
資
料
を
所
有
す
る
鳥
養
家
に
は
、
町
奉
行
所
関
係
の
、
当
時
期
資
料
を
若
干
量
保
有
し
、
そ
の
中
に
は
、
幕
末
期
の
盗
人
、
又
は
博
変
打
ち
に
対
す
る
処

罰
例
を
記
め
る
資
料
が
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
本
資
料
に
関
連
あ
る
処
罰
資
料
は
皆
無
で
あ
る
。

　
先
記
し
た
豊
後
杵
築
藩
の
町
役
所
日
記
に
よ
る
と
抜
参
詣
者
に
対
し
て
施
し
た
処
罰
の
事
例
は
左
の
如
く
で
あ
っ
た
。

　
御
奉
行
所
御
用
三
郎
助
罷
出
候
処
泉
屋
栄
助
与
大
和
屋
周
作
御
書
付
を
以
左
通
被
付
与
頭
一
同
呼
出
申
付
候
　
立
合
　
村
田
林
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
和
　
屋
　
周
　
作

　
其
方
女
房
ゑ
み
儀
兼
面
差
留
置
侯
抜
参
致
し
候
段
不
埓
之
事
に
候
価
面
ゑ
み
儀
帳
外
可
申
付
候
処
与
頭
共
よ
り
歎
出
候
次
第
も
有
之
候
二
付
此
度
格
段
と
宥
免
を
以
て
禁

　
足
申
付
其
方
儀
追
込
申
付
候

　
　
（
文
政
十
三
年
）
七
月

　
　
（
九
月
十
三
日
禁
足
御
免
）

　
右
は
、
嘉
永
六
年
に
先
行
す
る
二
十
年
前
の
文
政
十
三
年
の
資
料
で
あ
り
、
五
ケ
月
前
の
同
十
三
年
二
月
二
日
に
は
、
杵
築
藩
で
は
、
抜
参
り
に
つ
い
て
再
産
制
禁
の
旨

を
公
布
し
て
お
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
出
し
た
同
人
に
対
し
て
は
、
「
与
頭
共
よ
り
歎
出
候
次
第
も
有
之
候
二
付
」
と
の
理
由
で
も
っ
て
、
禁
足
処
分
に
付
し
た
程
度
で
あ
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り
た
。

　
こ
の
文
政
十
三
年
は
、
江
戸
期
抜
参
り
風
潮
の
、
隆
盛
を
見
た
一
時
期
で
あ
り
、
従
っ
て
、
抜
参
り
に
対
し
て
、
そ
の
処
分
で
は
、
若
干
手
心
を
加
え
た
と
考
え
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
③

い
こ
と
も
な
い
が
、
そ
れ
程
、
支
配
体
系
に
弛
緩
を
生
じ
て
い
る
と
言
う
暗
示
も
な
さ
れ
、
ま
し
て
や
、
嘉
氷
期
の
抜
立
出
処
罰
が
、
よ
り
形
成
化
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ

と
は
う
な
ず
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
先
に
見
た
、
抜
立
出
者
の
月
別
分
布
の
数
値
に
於
い
て
、
一
月
、
六
月
に
異
状
な
多
数
出
立
例
を
見
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
問
題
と
さ
れ
る
点
が
多
い
。

　
次
に
、
分
析
の
過
程
で
興
味
を
引
い
た
こ
の
他
出
者
の
月
別
分
布
の
問
題
で
あ
る
。

　
分
布
表
に
よ
る
と
、
嘉
氷
七
年
一
月
の
二
十
九
名
、
次
い
で
、
同
年
六
月
の
二
十
三
名
が
、
他
月
に
比
し
て
異
状
な
数
値
を
示
す
。

　
逆
に
、
嘉
永
八
年
を
通
じ
て
、
四
月
及
び
、
九
月
、
十
一
月
は
他
出
者
を
見
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
数
値
の
う
ち
、
最
も
大
き
な
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
六
月
の
他
出
者
の
数
値
で
あ
ろ
う
。

　
一
般
に
六
月
は
、
農
村
部
に
於
い
て
は
、
最
も
多
忙
を
極
め
る
時
期
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
他
出
を
最
多
に
見
る
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
嘉
氷
七
年
六
月
は
、
新
暦
で
は
七
月
に
相
当
し
、
新
旧
暦
上
の
日
差
は
二
十
四
日
と
な
る
。

　
当
時
の
水
稲
耕
作
を
中
心
と
し
た
春
の
農
繁
期
が
何
月
の
何
日
を
中
心
と
し
た
時
期
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
適
格
に
は
指
し
難
い
。

　
豊
前
中
津
の
渡
辺
縦
任
は
、
そ
の
著
「
農
業
日
用
集
づ
の
中
で
、
稲
に
は
早
稲
、
中
稲
、
晩
稲
の
違
い
あ
り
、
地
域
の
仕
末
り
に
も
よ
る
の
で
、
苗
代
の
時
期
、
匪
植
そ

の
時
期
に
つ
い
て
一
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
種
籾
の
水
カ
シ
を
、
日
数
廿
日
内
外
と
心
得
え
て
、
五
月
の
中
よ
り
七
十
日
前
に
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

　
「
五
月
の
中
」
と
は
、
陽
暦
六
月
中
旬
に
当
た
り
又
、
田
植
え
に
つ
い
て
は
、
補
値
早
苗
と
し
て
、
半
夏
過
ぐ
迄
は
覚
悟
あ
る
べ
し
と
説
い
て
い
る
。

　
半
夏
は
、
夏
至
よ
り
十
一
日
目
の
陽
暦
七
月
初
旬
に
相
当
す
る
の
で
、
田
植
え
に
つ
い
て
は
、
最
も
遅
い
時
期
を
六
月
末
期
ま
で
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
嘉
氷
五
年
前
後
夏
期
に
は
、
干
魅
が
、
九
州
各
地
で
報
告
さ
れ
て
お
り
、
極
め
て
不
安
定
な
農
耕
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
農
繁
期
の
布
巾
性
を
考
え
ね
ば
な

る
ま
い
。

　
日
用
集
の
五
月
の
中
よ
り
七
十
日
前
は
、
四
月
の
初
句
に
当
た
り
、
四
月
、
五
月
、
六
月
は
と
も
に
農
山
村
部
で
は
多
忙
な
時
期
で
あ
ろ
う
。

　
箕
曲
在
六
著
「
文
政
神
異
記
」
に
よ
る
と
、
文
政
十
三
年
の
伊
勢
参
詣
者
は

　
四
月
の
一
四
四
万
人
に
対
し
て
、
五
月
の
三
十
四
万
入
、
六
月
の
二
十
一
万
人
と
、
減
少
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
資
料
は
、
伊
勢
神
宮
近
在
に
て
詞
べ
ら
れ
た
数
値
で
あ
り
、
純
な
る
意
味
で
の
伊
勢
参
宮
は
、
農
業
等
閑
を
犯
さ
な
い
限
り
寛
認
さ
れ
た
事
情
を
如
実
に
示
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
幕
末
参
宮
資
料
の
分
析
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ハ

る
。

　
岡
藩
安
永
二
年
の
御
掟
書
の
一
条
に

　
　
「
年
貧
吝
免
諸
上
納
無
滞
皆
納
の
組
村
の
外
は
、
下
社
参
詣
、
本
寺
参
詣
一
切
他
領
へ
罷
出
の
義
不
相
成
事
」

　
と
あ
り

本
資
料
で
見
る
一
月
の
他
出
者
が
合
法
的
に
可
と
さ
れ
た
こ
と
、
反
面
、
こ
の
安
永
の
御
掟
書
の
規
制
、
並
び
に
、
文
政
変
の
伊
勢
側
の
参
詣
者
数
の
記
録
か
ら
、
岡
藩
に

於
け
る
六
月
の
他
出
者
数
が
、
異
様
な
数
値
を
示
す
原
因
が
、
暗
示
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
高
水
七
年
一
月
の
他
出
者
は
、
そ
の
大
半
が
事
前
に
屈
出
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
数
値
が
正
確
に
記
録
さ
れ
た
た
め
に
、
現
状
を
呈
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
六

月
に
つ
い
て
は
、
注
意
さ
る
べ
き
事
実
が
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
田
原
組
下
津
尾
村
の
と
き
が
他
出
し
た
折
の
届
出
し
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち

　
一
年
五
拾
壱
　
田
原
紙
下
津
尾
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
類
族
　
　
　
　
と
　
　
　
　
き

　
右
之
者
去
ル
十
日
抜
立
出
申
候
二
付
早
速
追
手
之
者
指
出
所
々
方
々
御
境
日
迄
詮
義
仕
候
得
共
行
方
相
分

　
不
申
候
二
付
紙
合
之
者
共
召
寄
立
出
之
様
子
吟
味
仕
候
処
少
々
之
家
財
其
値
二
仕
置
兼
々
大
社
参
詣
仕
度
噂
仕
居
申
候
申
出
候
定
而

　
心
得
違
仕
技
大
社
参
詣
仕
候
も
の
哉
与
奉
存
候

　
　
　
―
以
下
略
―

　
高
水
七
年
六
月
十
六
日
他
出
し
た
と
き
に
対
す
る
届
出
書
の
書
式
は
、
異
例
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
本
資
料
中
に
は
、
同
様
書
式
の
届
出
を
、
他
に
三
例
見
る
が
、
こ
の
三
例
は
と
も
に
尾
欠
で
あ
り
年
次
不
明
で
あ
る
。

　
ま
た
、
高
永
七
年
六
月
中
の
資
料
に
は
、

　
　
「
…
…
然
二
宗
門
御
改
二
差
而
他
出
仕
候
義
不
相
成
段
堅
申
渡
置
候
処
心
得
違
仕
…
…
」

と
表
現
す
る
資
料
三
点
（
2
9
号
）
　
（
3
0
号
）
　
（
3
1
号
）
の
外

　
　
「
…
…
然
ル
ニ
踏
絵
御
改
不
相
済
内
他
出
仕
儀
不
相
成
段
堅
申
渡
置
候
処
心
得
違
仕
し
」
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と
の
表
現
の
資
料
（
1
5
号
）
　
一
点
、
更
に

　
　
「
尤
御
願
不
申
上
他
出
不
仕
筈
殊
踏
絵
御
改
二
指
掛
他
出
侯
儀
重
々
心
得
違
仕
…
」
と
表
現
す
る
も
の
（
1
7
号
）
な
ど
の
計
五
点
に
及
ぶ
異
例
書
体
の
届
出
を
見
る
。

　
こ
の
如
き
、
表
現
方
法
を
と
る
資
料
は
、
他
月
に
も
、
一
、
二
例
を
見
る
が
、
六
月
ほ
ど
特
異
で
は
な
い
。

　
こ
れ
ら
、
二
種
の
異
例
な
表
現
方
式
を
と
る
資
料
が
、
嘉
永
七
年
六
月
に
集
中
す
る
理
由
は
、
何
と
説
明
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
は
、
こ
れ
を
、
「
水
稲
植
付
期
の
重
大
時
に
於
け
る
農
民
監
督
の
強
化
策
」
の
現
れ
と
見
た
い
。

　
従
っ
て
、
先
に
見
た
、
年
不
明
の
「
所
々
方
々
迄
詮
義
仕
候
…
…
」
形
式
の
三
資
料
は
、
所
詮
六
月
に
充
当
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
農
民
が
、
よ
り
監
督
の
行
き
届
い

　
た
六
月
に
他
出
し
た
た
め
、
監
督
者
の
目
に
と
ま
り
、
農
閑
期
と
さ
れ
る
他
月
に
比
し
て
、
多
く
の
記
録
数
値
を
残
す
結
果
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　
　
（
註
）
①
　
天
保
十
四
年
、
改
革
政
策
の
大
目
標
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
よ
る
と
、
今
後
江
戸
へ
の
移
住
禁
止
、
江
戸
に
移
住
中
の
者
も
永
年
営
業
者
以
外
は
帰
村
せ
し
め
、
農
民
の
江
戸
出
稼
の
期
限
の
厳
守
、
諸
国
巡
行
者
の
禁
止
な
ど
を
か
か

　
　
　
　
　
　
げ
た
。

　
　
　
　
③
　
「
杵
築
藩
町
役
所
日
記
」
は
仮
称
。
未
刊
本
で
あ
り
、
豊
田
国
男
氏
の
御
好
意
に
よ
り
筆
写
本
よ
り
抜
い
た
。

　
　
　
　
③
　
江
戸
期
五
次
に
亘
り
世
上
を
風
扉
し
た
伊
勢
参
宮
に
付
い
て
は
、
こ
れ
を
語
る
書
が
す
こ
ぶ
る
多
い
。

　
　
　
　
　
　
そ
の
種
類
は
、
霊
験
記
、
教
訓
書
、
戯
作
物
、
流
行
唄
の
本
等
雑
多
を
極
め
、
四
十
種
を
数
え
る
。

　
　
　
　
④
　
「
抜
参
善
悪
教
訓
鑑
」
『
大
神
宮
叢
書
』
収
な
ど
は
、
極
め
て
批
判
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
⑤
　
一
、
在
中
寺
社
御
祈
祷
は
、
伊
勢
並
に
木
原
の
外
一
切
拾
ケ
年
間
停
止
の
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
一
、
年
貢
春
免
諸
上
納
無
滞
皆
納
の
組
村
の
外
は
大
社
参
詣
本
寺
参
詣
一
切
他
領
へ
罷
出
の
義
不
相
成
事
「
安
永
七
年
御
掟
書
」
ｈ
岡
藩

　
　
　
　
⑥
　
「
日
本
気
象
災
害
資
料
第
四
号
」
災
害
科
学
研
究
会
編
に
よ
る
。

　
　
　
　
⑦
　
宝
暦
十
年
夏
　
渡
辺
綱
任
著
　
昭
和
七
年
二
月
刊
行

　
　
　
　
⑧
　
「
⑥
」
に
同
じ
。

　
　
五
　
お
　
わ
　
り
　
に

以
上
、
六
十
五
通
を
数
え
る
参
宮
資
料
の
分
析
過
程
で
生
じ
た
種
々
の
疑
問
を
指
摘
し
て
来
た
。

　
　
　
　
　
　
　
幕
末
参
宮
資
料
の
分
析
（
後
藤
）

J-4

九
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別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要

二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

本
来
、
抜
参
り
に
つ
い
て
は
、
伊
勢
神
官
側
の
神
道
宣
伝
の
然
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
教
宣
の
実
態
に
つ
い
て
、
ま
た
交
通
史
の
発
達
分
野
か
ら
更
に
は
、
こ
れ

　
　
　
　
②

を
風
俗
史
的
に
眺
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
在
地
す
る
参
宮
資
料
の
分
析
過
程
で
、
純
な
る
宗
数
的
行
為
と
定
義
す
る
に
は
余
り
に
も
疑
問
が
多
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
他
出
行
動
に
参
加
し
た

農
民
層
の
本
質
的
な
動
き
に
、
他
出
行
動
の
原
因
を
発
見
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
本
資
料
は
、
幕
末
期
に
於
け
る
農
民
統
制
の
弛
緩
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
参
宮
現
象
は
、
決
し
て
純
な
る
宗
数
的
行
動
と
解
す
べ
き
で
な
く
、
幕

末
期
の
類
廃
的
世
情
を
汲
ん
だ
農
民
の
逃
避
的
行
動
を
暗
示
す
る
現
象
と
し
て
解
す
べ
き
と
考
え
る
。

　
　
　
　
①
　
河
野
省
三
『
神
道
の
研
究
』
第
七
章
「
近
世
神
道
の
社
会
教
化
」
な
ど
。

　
　
　
　
③
　
大
島
延
次
郎
『
日
本
交
通
史
概
説
』
の
中
「
社
寺
参
詣
」
な
ど
。
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